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協議結果について（報告④） 
 
 
 当協議会では、議会機能のより⼀層の充実強化に向けて協議・検討を⾏っており 
ますが、このたび、「議会資料のペーパーレス化」について、下記のとおり協議結果を
取りまとめましたので、ご報告いたします。 
 つきましては、貴委員会理事会において取扱いをご協議いただきますようお願い 
いたします。 
 
 

記 
 
１ 概要 
省資源化や資料共有の利便性向上などを図る観点から、「府議会情報共有サイト」
（※既に導入済、Google のクラウドサービスにより作成）を活⽤し、議会資料のペーパーレ
ス化を⾏う。 （別添１） 

 
２ 対象資料 
議案書（予算書、決算書含む）その他の議会資料 （別添２） 

 
３ 申合せ事項 
関連する申合せ事項を⾒直し 
「携帯情報端末の取扱いに関する申合せ事項」 （別添３） 

 
４ 導入時期 
令和 2年 2⽉定例会から 



「府議会情報共有サイト」を使用した議会資料のペーパーレス化（案） 
 

◆目的 

 これまで紙媒体で各議員に配布していた各種の議会資料を電子化し、「府議会情報共有サイト」に掲載するペーパーレス化により、 

省資源化、印刷コストの削減、資料共有の利便性向上などを図る。 

 

※「府議会情報共有サイト」について 

  ・Google が提供するクラウドサービス「Ｇ Suiteジースイート」を用いて作成した Webサイトで、平成２４年度から導入。 

・議会に対する広聴事案や万博誘致に関する情報の共有などで活用。 

 

◆利用方法 

・議員は、議員用に配備されたノート PCや議員個人のタブレット端末等から「府議会情報共有サイト」にアクセスし、掲載されている資料を 

ダウンロードする。（本会議や委員会に必要な資料は、原則事前に端末機器にダウンロードのうえ持参。） 

・サイトへのアクセスは、事務局で事前に登録した議員個人のGmail アドレスとパスワードによりログインする。（セキュリティを確保） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職員】 
【議員】 

議会資料 

アップロード 

〈利用イメージ〉 

ダウンロード 

府議会 

情報共有サイト 

 〈使用端末〉 

議員用 PC 
 

または 

議員個人端末 

 
電子資料を閲覧 

【ペーパーレス化】 

別添１ 



ペーパーレス化対象資料一覧

が、ペーパーレス化対象資料

区分 番号 資料名 備考

１
議員提出議案（意見書・決議
案含む）

２ 委員会提出議案

３
知事提出議案（予算書、決算
書含む）

４ その他議場配付資料
（長の議案説明要旨、議事日程、発言通告書、議案・
請願審査報告書、調査報告書、議場公演チラシなど）

５
監査結果報告、住民監査請求
の要旨

６
職員の給与等に関する報告及
び勧告

議会運営委員
会関係

７ 配付資料
（予算案の概要、協議事項、会議日程案、本日の議事
進行案、議員提出議案など）

８
決算書、決算概要等報告書、
監査委員意見書

決算書及び監査委員意見書は議場にも配付、決算概
要等報告書は議場で全委員にＣＤ（委員にはさらに
紙）で配付

９ その他配付資料
（質問通告者名簿、付託案件一覧表、委員配付資料な
ど）

会議録関係 10 本会議、委員会会議録 ※既にＨＰに掲載

議会図書室 11 図書室ニュース 年４回発行

災害対策 12 災害時被害状況等情報提供

資産公開 13 様式、記載要領及び記載例

政務活動費 14
政務活動費の手引、ＱＡ集、
執行に当たっての留意事項

議員連盟 15 役員会次第、総会議案書

全議員に関わるものではない
　　　　　　（７議連で非会員１３～３２名）
※各議連毎の事業計画（予算等）、
　事業実績（決算等）、海外調査資料あり

その他 16 大阪府議会議員すがたみ
４年に１回（改選時）冊子作成　※既にＨＰに掲載
理事者側にも配付
最新情報はＨＰで提供

本会議関係
（議長から議
員に配付）

本会議関係
（議場配付）

委員会関係

別添２



  

（案） 

携帯情報端末の取扱いに関する申合せ事項 
 

 

１ 基本認識 

議員は、「言論の府」である議会の構成員として、審議及び表決に加わり、議会意思

の形成に参画するため、議会の会議中は、議事に専念すべきものであるとの本来の使

命並びに、会議規則第１０７条に基づく議会の品位を重んじるという立場から、その

節度ある対応を前提に、議場及び委員会室における携帯情報端末の取扱いに関し、以

下のとおり申し合わせるものとする。 

 

２ 持込みできる機器 

次項で定める、「使用できる機能」を有する携帯情報端末（ノートパソコン含む）と

する。ただし、電源は、バッテリーを用いる。 

 

３ 使用できる機能の範囲 

 下記の機能の使用に限定する。 

(1) 会議に関係のある資料等を閲覧及び検索する機能 

(2) 審議経過等を記録するためのワードプロセッサ機能 

 

４ 禁止事項 

  下記の行為を禁止する。 

 (1) 音声、操作音等を発するなど、会議の運営上支障となる行為 

(2) 会議の撮影及び録音 

(3) 会議に関係のない資料の検索、閲覧、作成等 

(4) 会議中の情報の外部への発信 

(5) 電子メールの送信、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）等への 

投稿 

 (6) その他３に掲げる機能を使用する以外の行為 

 

５ その他 

事前の許可申請の手続きは必要としない。 

 

別添３ 





「府議会情報共有サイト」構成イメージ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府議会情報共有サイト
（トップページ）

提出議案

令和元年９月定例会

予算案

決算報告

その他議案

危機管理情報

資産公開

政務活動費 その他資料等図書室ニュース監査結果報告、給与勧告等

監査結果報告、住民監査請求の要旨

職員の給与等に関する報告及び勧告

委員会関係資料

令和元年９月定例会

・
・
・

・
・
・

会議録検索

 

カテゴリ別に各種資料やリンク先を掲載したページを用意。 

※各ページ内に掲載された資料を 
端末へダウンロードし、閲覧する。 

〈 参考 〉 














